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はじめに

文字は音声言語を写しとったものだという考えは広く共有されている考えで

あろう｡こういう考えは言語学においてもしばしば自明の前提とされているよ

うである1｡たしかに,われわれの意識経験に訴えるかぎり,文字は文字以前

に存在する音声言語を写しとったものであると考えられる｡しかし時枝誠記は

こういう考えが一種の錯覚であるという｡時枝によれば,音声と文字は相互に

独立しており,それらのあいだに原型一写像関係は存在しない｡時枝のこの考

えは常識的な観点からはおよそ理解しがたいものであろう｡しかもそれは,言

語学的な観点からみてもやはり特異なものであるといわねばならない｡そこで

まず第一に,音声と文字のあいだに原型一写像関係を認めないこの考えが,い

かなる文脈で,またいかなる論理によって主張されているかを解明しなければ

ならない｡しかし本稿の目的はこの点に尽きるのではない｡むしろわたしは,

こうした考えから導かれる政治的帰結を明らかにすることに重点を置こうと思

う｡というのも時枝自身が,文字と音声にかんする自己の説をもとに,言語政

策にかんするきわめて特異な見解を提示しているからである｡ただし,この点

にかんするわたしの評価は否定的なものである｡音声と文字が相互に独立して

おり,それらが原型一写像関係をもたないという点にはわたしも同意する｡し

かし重要なことは,それが真であるとしても,文字が音声を写したものである

ということは,やはり自明のこととしてわれわれの意識に与えられているとい

うことである｡時枝の論理にはこの点にかんする洞察が欠けている｡しかもそ

れを欠いているがゆえに,言語政策にかんする主張のなかに重要な誤解が生み
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出されざるをえなかったと考えられるのである｡

問題は,文字は音声を写したものであるという信念がどのようにしてわれわ

れの意識にもたらされるかである｡この点を解明しない限り,言語というもの

がわれわれの生活のなかでどのように機能しているかを正確に理解することは

難しいのではなかろうか｡したがってまたその政治性がどこに潜んでいるかを

理解することも｡この点にかんするわたしの考えは,もちろん以下の論述のな

かで明らかにしていく｡わたしは,時枝誠記の文字論とその政治的帰結を批判

的に検討することで,言語というものの政治性がどこに存するかを明確にして

みたいと思う｡それと同時に,時枝の文字論そのものがもつ,いわば負の政治

性というべきもののありかをつきとめてみたいのである｡

さてわたしは以下で主に二つのテキストをもとに議論を進めることにする｡

『国語学原論』2　と『国語問題のために一国語問題白書-』3　である｡前者はい

うまでもなく時枝の主著であり,国語にかんする原理的考察としては現在でも

なおもっとも体系的なものであろう｡後者は｢現代かなづかい｣や｢当用漢字｣

にかんして,時枝自身もともと委員であった(後に辞職)国語審議会の答申に

対する批判を展開したものである｡わたしが『原論』だけでなくこの著書にも

言及するのは,文字のもつ政治性にかんする時枝の思考が, 『原論』では少な

くとも表面的には読みとることができないのに対して,この著書ではそれをか

なり明確に指摘しうると考えられるからである｡またわたしはこの著書と『原

論』を特に区別せずにわたしの議論のなかにとりいれている｡というのも時枝

が『国語問題のために』で展開した批判は『原論』で確立された｢言語過程説｣

の立場からなされており,したがって時期的には十年以上の隔たりのあるこの

二著を,時枝の言語理論として同一の文脈で論じることに格別の問題はないは

ずだからである｡

一　言語過程説における文字論

まずはじめに,文字と音声にかんする時枝の考えを提示し,その論理を明ら

かにしなければならない｡参照すべきテキストは『国語学原論』第二篇第二章
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文字は｢書く｣ ｢読む｣といふ心理的生理的過程によって成立する｡この

点は音声が発音行為によって成立すると同じで,文字は即ち書記行為である

といふことができる(一八八)｡

文字とは｢書く｣ ｢読む｣という書記行為であり,それに対して音声とは｢話

す｣ ｢聴く｣という発音行為であるという｡ (引用文では,書記行為のなかに

｢書く｣だけでなく｢読む｣が含まれているがゆえに,発音行為にも｢話す｣

だけでなく｢聴く｣が含まれていると考えてよいであろう)｡これらは相互に

独立して言語を構成する二つの行為である｡こういう考え方は,言語は主体の

外側に観察されうるものではなく, ｢主体的立場｣における意識過程としての

み理解されうるという｢言語過程説｣から導かれている｡この点をまず始めに

押さえておくために,近代言語学に対する時枝の批判をみなければならない｡

近代言語学ということで時枝が想定していたのは,パウルやブルークマンらの

いわゆる青年文法学派およびソシュールの言語学であろう4｡彼らにとって言

語をありのままにとらえるということは,音声言語のあり方をとらえるという

ことを意味した｡つまり彼らにとって言語とは本来は音声言語であり,文字は

二次的なものであると断定されている｡もちろん,これは何ら根拠のないロマ

ン派的な考えにすぎないが,こういう考え方が言語学にもたらした帰結にかん

して,時枝はきわめて鋭い洞察を述べている｡

近代言語学に於ける言語の自然的なもの即ち生得の言語の尊重は,一切表

現に関する技術的なものの背後に,価値や技術によって歪められない真の言

語が存在するかの如き考へを導いた｡このことは,言語が言語学の興隆期に

自然科学として研究され,又自然科学的であることに誇りを感じたことの残

淳とも見られる｡一例を挙げるならば,文字は言語表現の-の技術であるに

も拘はらず,それが如何に言語の真の姿を覆ひ隠したかを明らかにすること
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が必要なこととされた(一〇八)｡

時枝はこのような指摘を例証する素材としてソシュールを引用するのだが,そ

の部分の引用は省略した｡時枝の考えによれば,言語とは音声であるという考

えは,ただたんに文字を二次的なものとして排除するだけではない｡この考え

が,自然科学を学の規範にするという流れと結びつくことによって,言語の考

察から価値や技術のような要素が排除され,そのために文字というものがこと

さら排除の対象になったというのである｡こうして時枝が批判する｢観察的立

場｣,すなわち自然科学と同様に言語をあたかも主体の外側に存在する対象と

して観察するという立場が成立する｡そこで問題にされる言語は音声言語のみ

である｡なぜなら音声言語こそ｢自然｣であると考えられるからである｡これ

に対して,時枝の｢主体的立場｣においては,言語とは意識過程そのものとし

て考えられているため,そこから価値や技術を排除する必要はない｡言語活動

をおこなう主体の意識において,言語は何をいかにして表現するかという価値

や技術からきり離しえないからである｡このように,言語を意識過程としてみ

るなら,文字言語も音声言語も各々その一段階を構成するにすぎず,どちらが

本質的であるというようなことは問題になりえない｡むしろわれわれの意識過

程としてありのままにみるなら,それらは各々に固有の価値･技術によって成

立する別個の言語過程であると考えなければならない｡

そこで文語や文学的言語はもはや自然的言語の崩れでもなければ,歪みで

もなく,それらは各々に異なった価値意識と表現技術とによって成立するも

のと考へられる様になる｡それらは,口語を基準にして,それにプラス何々

として説明せらるべきものでなく,口語に比較して如何に異なった価値意識

と技術とによって成立したかを明らかにしなければならない｡文字は言語を

拘束したり,歪めたりするものでなく,表現技術の-の結果として考へられ

る(一〇九)｡
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このように,時枝は文字言語と音声言語(文語と口語)をはっきりと別々の言

語過程として理解している｡この点にかんする時枝の姿勢は徹底しており,た

とえば時枝の『日本文法』は｢口語篇｣と｢文語篇｣として別々に書き下ろさ

れているのである5｡またこういう考えは『国語問題のために』においてもまっ

たく変化していない｡いや,というよりそこではこういう論理の結論のみがもっ

と端的に言い表されている｡

音声言語と文字言語との関係は,音声言語が本体で,文字言語がそれを模

写したもの,すなわち主と従との関係にあるものではなく,それぞれ機能的

に独立してゐるものである(九八)｡

くり返しいえば,時枝がこういう認識に到ったのは,言語とは意識過程である

という観点から,音声言語のみを真の言語とみなすような考えを退けたからで

ある｡すなわち意識過程としてありのままにみられた言語に向かうなら,文字

は音声を写したものであるという考えは出てこないのである｡

ところで近代言語学の文字観と時枝自身の文字観との対立は, 『国語問題の

ために』ではより明確に自覚されていることが確かめられるが,そこで時枝は

近代言語学における文字観がその研究課題と不可分の関係にあるという点を新

たに指摘するのである｡

言語過程説においては,音声と文字とを,対等の資格において,表現の媒

材としたのであって,文字は,音声を模写するものとして,副次的な意義し

か与へられなかった近代言語学の文字観と著しく相違するのである｡近代言

語学においては,文字に副次的な意義しか与へなかったために,言語の本体

的なものは音声言語であって,文字言語は言語研究の正面の対象とはなり得

なかった｡このやうな文字観が成立したのは,近代言語学が,音声言語の歴

史的研究を主要な課題とする,ローマン主義的思想に基づくためであって,

言語における文字の意義といふものは,文字が音声を忠実に写した場合にだ



胡
毒
W
叫
賀
川
仙
垂
-
胡
〟
篭
り
篭
洞
胡
嘗
萄
対
訳
顎
期
り
パ
･

11
訂
磯
-
朝
潮
訓
剖
訓
～
J
葛
劇
毒

32 文字　と　意識

け価値が認められ,文字は言語にとっては,単なる付加物としての意義しか

ないものとされた(九三)｡

近代言語学(比較言語学)が過去の言語を研究するには,文字に頼るはかない｡

したがって彼らのいう音声とはじつは文字の｢読み｣にはかならない｡しかし

言語の歴史的音韻変化を再構成するという研究課題のなかでは,その｢読み｣

を音声とみなさなければならない｡そうしなければ研究そのものが成立しない

のである｡こうして文字はもともと音声を写したものであるという方法的な仮

定が作り出される｡しかしそれはあくまで仮定であって,言語というものを直

視することから導き出された考えではない｡これが時枝の主張の主旨であろう｡

このように,近代言語学に対する時枝の批判はきわめて鋭利なものである｡

しかし問題はその先にあるといわねばならない｡文字は音声を写したものであ

るという考えは,近代言語学のものであると同時に,われわれの意識における

日常的な信念でもある｡では近代言語学に向けられた時枝の批判は,われわれ

の信念にもあてはめうるものであろうか｡わたしはそれはできないと思うし,

時枝自身もそういうことはしていない｡たしかに,われわれの日常的な信念も

近代言語学の方法的仮定も,ともに文字は音声を写したものであるという同じ

内容をもっている｡しかしその理由は同じではない｡というより,われわれは

明確な理由によってそう信じているわけではないのである｡したがって,近代

言語学に対してなされたのと同じ批判はわれわれの信念にはあてはまらない｡

それゆえ時枝はこれについては何も述べていないのであろう｡

ここでもう一点指摘しておくべきことは,時枝のいう意識過程とは,われわ

れの日常的な意味での意識と明らかに異なるものだということである｡時枝の

いう意識過程とは,日常的な意識にもたらされる信念をいったん括弧にいれた

上でわれわれの意識に眼差しを向けるとき始めて見出されるようなもののこと

である｡時枝は暗黙にこのような現象学的な方法に依拠していると解釈してよ

い｡そしてこういう方法によって近代言語学を批判しえたのである｡その批判

はたしかに鋭利なものであるが,その一方で,時枝の観点からは,文字は音声
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を写したものだというわれわれの意識における事実は説明されえないのである｡

もっとも,時枝がただ国語学の研究方法について述べているだけであれば,こ

うした欠点を指摘することに意味はない｡というより,不当な批判といわねば

ならない｡しかし時枝はこういう観点から言語にかかわる政治的な問題を論じ

ているのである｡そしてわたしはそのなかに重要な誤解が含まれていると思う

のである｡次にこの点を論じていかなければならない｡

二　言語政策と国語学

こういう問題-の言及は, 『原論』では言語政策ないし教育論と国語学の関

係についての提言という形でなされている｡時枝は,国語学が言語政策および

教育論の基礎理論であるという見解を受け入れるが,同時に両者の関係がかつ

ては非常に偏った意味に理解されていたことをまず示唆している｡

一般には,国語学は国語の政策論及び教育論の基礎理論として認められて

いる様である｡この両者の関係は,理論と応用との関係であって,力学が土

木工学の基礎理論として考へられているのに等しい｡若し国語学が,真の言

語なるものを捉へ得るとしたならば,それから導かれた理論は,政策論教育

論の基礎理論として,言語の崩壊や歪みを正しく指導することができるであ

ろうかも知れない｡事実明治初期の国語政策論や教育論には,右のような考

へが存したので,国語の真の姿を口語或いは方言と断定し,文字は表音文字

であることが自然であるかの様に考-,この自然的言語の理法を応用する処

に,国語政策或いは教育が指導せられるものと考えた(一一〇一一一一)｡

時枝の考えでは,国語学が言語政策や教育に対する基礎理論として位置づけら

れること自体に問題はない｡問題は,政策や教育の基礎となるべき言語の理解

そのものが偏っていた点にある｡すなわち問題は,言語とはまず何よりも音声

言語であり,文字言語はそれを写したものであるという見方にしたがって政策

や教育のあり方が規定されうると考えられた点にある｡これは国語学の伝統の
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なかにもともとあった見方ではなく,西欧の近代言語学の見方が導入された結

果できあがった見方にすぎない｡つまりかつての言語政策ないし教育論に対す

る時枝の不満は,近代言語学に対する不満からきているのである｡したがって

近代言語学が批判されたのとまったく同じように,それにもとづく言語政策も

批判されなければならない｡

国語学が若し右の様な見地の下にそれ自らの学の体系を組織し,それを以

て政策論教育論の基礎理論であり,指導原理であることを主張するならば,

それは政策論教育論にとって甚だ危険なことでもあるに違いない(一一一)｡

これまでの議論から当然予想されるように,時枝はこういう政策論に対して,

やはり｢言語過程説｣にもとづく政策論を対置するのである｡それは文字言語

に音声言語を従属させるような観点でなく,これらを相互に独立した言語過程

として同等に扱うという観点にもとづく政策論である｡これらの言語過程は,

それぞれに固有の価値･技術によって成立している｡政策論の基礎理論たる国

語学が対象とするのは,こういう価値･技術をともなったものでなければなら

ない｡時枝自身の表現を借りれば｢全面的な国語現象｣ (一一二)でなければ

ならないのである｡これに対して,時枝が批判する従来の政策論における国語

学は,そういう価値･技術をできる限り取り除いたところに真の対象を設定し

ていた｡それゆえ国語学の対象とする言語と,政策論が取り扱う言語は,レベ

ルを異にするものとして考えられることになる｡このレベルの違いを時枝は力

学と土木工事の関係になぞらえて説明している｡すなわち力学は自然現象から

偶然的な要素を取り除いて物理法則を取り出し,それが実際の土木作業に応用

されていると考えられるが,従来の言語政策論はこれと同様の発想で国語学が

見出す言語と政策および教育の対象になる言語を理解していたというのである｡

それは言い換えれば理論と応用の関係であるが,時枝の考えでは,こういう関

係は力学と土木作業のあいだには成立しても,国語学と言語政策のあいだには

成立しない｡むしろ国語学の対象と言語政策の対象は同一でなければならない｡
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国語学の対象が｢全面的な国語現象｣であるとする時枝の観点にしたがえば,

このことは当然である｡

全面的な国語現象とは,最初に述べた様に,価値及び技術を不可欠な要素

として成立したものであって,従って政策論教育論の対象と,国語学の対象

とは,単に立場の相違のみが存して,二者同一物でなければならないのであ

る(一一二)｡

こうして時枝の考えによれば,国語学が言語政策の基礎理論となりうるのは,

言語政策の主要な対象たる言語の価値･技術を,国語学がすでに対象としてい

るからだということになる｡ ｢言語過程説｣はそのような国語学として構想さ

れているのである｡

問題は,こうした主張が妥当性をもっているかどうかである｡言語過程説に

よる言語理解が,われわれの実際の言語活動をもし本当にありのままにとらえ

ているとすれば,上のような主張は妥当なものとして成立しうるであろう｡わ

たしはまさにこの点に疑問をもっているのだが,時枝自身はもちろん言語過程

説がありのままの言語をとらえうることを確信していたはずである｡ 『原論』

で時枝はこう明言している｡

国語学は,その対象とする処のものが価値及び技術を要素とするものであ

ることによって,国語学の対象把握は,実際的言語活動と極めて接近してく

る｡国語学的体系は,換言すれば国語の主体的経験の科学的組織を意味する

(一一三)｡

言語過程説による国語学の体系は,実際の言語活動をほぼありのままにとらえ,

それを整理し直したものである｡時枝はそれをここでは｢科学的組織｣といっ

ているが,わたしはそれを｢現象学的組織｣と言い換えてもよいと思う｡とい

うより,そう言い換えた方が時枝の考えがはっきりすると思うのである｡上で



36 文字　と　意識

指摘しておいたように,国語の主体的経験をありのままにとらえると時枝がい

うとき,われわれの日常的な信念はいったん括弧に入れられている｡時枝のい

う｢実際的言語活動｣とは,われわれの日常的な意識において了解されている

ものとは異なるのである｡言語政策に対する時枝の主張にわたしが疑問をもつ

のはこの点においてである｡

『原論』では,時枝は言語政策にかんしてこれ以上の具体的なことは述べて

いない｡時枝の議論の力点が,ここでは言語過程説を中心にした原理的な考察

におかれているからである｡しかし時枝の主張の問題点を明確に指摘するには,

具体的な議論を参照しなければならない｡ 『国語問題のために』では,当時の

言語政策批判として,言語過程説にもとづく音声論,文字論が言語政策を視野

に入れてより具体的な形で展開されている｡そこで以下ではこのテキストをも

とにして,時枝の主張の問題点を明らかにしていくことにする｡

三　文字の政治性

言語過程説によれば,文字言語と音声言語は相互に独立した言語過程であり,

異なった価値･技術を含んでいる｡ここから時枝は,これらが別々の生活に結

びついていると結論づける｡

音声言語と文字言語とが,機能的に独立してゐるといふことは,音声言語

と文字言語とが,いつでも相互に置換へられるといふものではなく,それぞ

れ異なった役割をもってゐて,別個の生活と結びついてゐるといふことであ

る｡人間が,狭い部落的社会生活を営み,その思想や文化を,他の地域に広

めようとしたり,子孫に伝へようとする意欲を持たないかぎり,その言語生

活は,音声を媒材とする音声言語だけで事足りるのであるが,そのやうな日

常卑近な生活から脱却して,高度の思想的文化的生活を目指す時,ここに文

字が発明され,文字言語の生活が始まるのである｡文字の機能は,思想感情

を,広大な他地域に伝へ,後世に伝承さすことにあるので,音声の機能とは

異なる,社会的文化的意義を持ってゐるのである(九八-九九)｡
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このように,音声言語はその構成員がすべて顔見知りであるような閉鎖的な社

会生活に結びついていると考えられるのに対して,文字言語は空間的にも時間

的にも無際限にひろがる社会に向けて,思想感情を伝達するという文化的生活

に結びついていると考えられている｡こういう見地にたつなら,言語政策の焦

点が文字言語にあてられることは当然であろう｡文字というものの意義が以上

のようなものであるなら,それは音声言語(方言)のように地域によってばら

ばらであることは許されず,つねに同一の文字が同一の意味を表すという約束

が成立していなければならないということになる｡

国語教育の営みの最大の眼目は,このやうな共通の約束の獲得であって,

そのやうな約束がまちまちになる■ことに対して,統制を加へようとするとこ

ろにある(九九)｡

いっけんするともっともな意見である｡しかしわれわれの意識において,この

ように文字言語と音声言語ははっきりと区別されているといいうるであろうか｡

むしろわれわれの現実の生活は,これらが一定の関係をもっているという意識

の上で成り立っているというべきである｡後述するが,こういう意識からみた

とき,文字言語に対してたんに文化的意義のみを認めることはできないはずで

ある｡しかも,文字言語に対するこういう見方は事実にも反する｡たとえば,

レヴイエストロースは,文字の意義を人間の知的な進歩に結びつけて理解しよ

うとする通念が通念以上のものでないことを,人類の歴史に照らして示してい

る｡ 『悲しき熱帯』第七部二八｢文字の教訓｣にはこう書かれている｡

文字というのは奇妙なものだ｡文字の出現は,人類の生存のあり方に深い

変化を刻み付けずにおかなかったように思われるであろう｡そしてこの変形

は,とりわけ知的な性質のものであったと思われるかもしれない｡文字をもっ

たことは,人間の知識を保存する能力を目覚ましく増大させた｡それは人工

的な記憶ということもできるであろうし,その発達は,過去をより明確に意
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識することを可能にし,従って現在と未来を組織する,より大きな可能性を

もたらすはずである｡

中略

しかしながら,文字と,進化の中で文字の果たした役割とについてわれわ

れが知っていることは,こうした見方を少しも正当化しないのである6｡

レヴイエストロースは,新石器時代を｢人類の歴史の最も創造的な時期のひと

つ｣とみなすのだが,この高度な技術を完成した段階で,文字は｢まだ知られ

ていなかった｣｡あるいはすでに文字を所有していたエジプト人やシュメール
i?i.

人の建築は,同時期にまだ文字を所有していなかったアメリカ原住民の建築に

比べても, ｢優れていた訳ではなかった｣という｡←さらに文字を所有すること

は,必ずしも文明の発展につながらないという｡ギリシャ･ローマの市民の生

活様式と十八世紀のヨーロッパの有産階級の生活様式のあいだに大した違いが

ないということは｢よく指摘されて来たこと｣だからである｡では文字はいっ

たいわれわれの文明に何をもたらしたのであろうか｡

もし,文字の出現を文明を特徴づける何かの徴と結び合わせようとするな

ら,別の方面を探らなければならない｡文字の出現に忠実に付随していると

思われる唯一の現象は,都市と帝国の形成,つまり相当数の個人の一つの政

治組織への統合と,それら個人のカーストや階級-の位付けである｡エジプ

トから中国まで,文字が登場した時代に見られた典型的な進化は,少なくと

もそのようなものであった｡文字は,人類に光明をもたらす前に,人類の搾

取に便宜を与えたように見える7｡

文字は,それが知的な意義をもつ以前に政治的な意義をもっていた｡文字は政

治権力の生成と不可分の関係にある｡たしかに,時枝のいうとおり,ごく少数

の人間によって営まれる閉鎖的な社会生活において,文字は必要とされないで

あろう｡実際,きだみのるによれば,部落の人間は本を読まず,また部落の外
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部の世界には何の関心ももたなかったという8｡ (ここで部落とは,自然村を構

成する地縁共同体を指す｡それは,いわゆる被差別部落とは別のものである)｡

しかし時枝のいうのとは逆に,文字はそのような閉鎖的な社会から,より広範

囲な社会へと人間の知的欲求が向かったがために発明されたのではない｡そも

そも直に会うことのできない不特定多数の人間に向けて情報を発信しようとす

る欲求は,それら多数の人間が情報を共有しうる存在であるということを前提

しなければ生まれない｡レヴイエストロースの言葉を借りれば｢一つの政治組

織への統合｣がすでになされていなければならない｡そしてそれは文字によっ

てなされるのである｡つまり,広範囲な社会への思想感情の伝達の欲求が文字

をもたらすのでなく,文字によって可能になった都市あるいは帝国のなかでは

じめてそのような欲求が生まれるのである｡

ではレヴイエストロースのいう｢一つの政治組織への統合｣は,なぜ文字に

よってなされうるのであろうか｡レヴイエストロースはこの点にかんして,理

論的な考察を加えていない｡わたしの考えによれば,文字言語がわれわれの意

識において音声言語と一定の関係をもつかぎりや,それは多数の人間の政治的

統一を可能にする｡時枝が見落としたのはこの関係である｡そしてそれを見落

としたがゆえに,文字に対して文化的知的な意義しか認めえなかったのである｡

音声と文字とのあいだにあるこの関係をわたしがどう理解しているかを,ここ

で説明すべきであろう｡

この点にかんするわたしの考えはほぼ以下のようなものである｡文字を習得

するにはまずその｢読み｣を習得しなければならない｡もちろん文字の習得に

は｢書き｣という側面もある｡しかし｢読み｣と｢書き｣はけっして同等では

ない｡ ｢読み｣がつねに｢書き｣に先行していると考えられるからである｡読

むことのできない文字を書くことは不可能ではないにしても,現実にはそのよ

うな仕方で｢書き｣が習得されているとは考えられない｡この意味で,文字の

習得においては｢読み｣が本質的である｡さてわたしの考えでは,この｢読み｣

という行為は｢話す｣ ｢聴く｣という行為とまったく独立になされうる｡ (実際,

日本の中学校では話したことも聴いたこともない英語の文を｢読む｣ことが習
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得させられている)｡ ｢読み｣という行為は｢話す｣ ｢聴く｣という行為を文字

を媒介して再現したものではない｡それは文字とともに成立するまったく独自

な行為である｡文字は音声を写したものであるという考えは,いったんこの

｢読み｣という行為が成立した後でもたらされるのである｡たとえば｢あいう

えお｣というような音声が, ｢あいうえお｣という文字を読む以前にわれわれ

の意識に存在したかどうかは疑わしい｡というより,それを確かめることはで

きない｡しかし｢読み｣がいったん成立してしまえば,それが存在したとしか

考えられないのである｡つまり,読むことができる以上,文字はもともと音声

を写しているのだとしか考えられない｡しかし,そのような判断にはじつは根

拠がないのである｡こういう意味で,文字に先行して音声があり文字はそれを

写したものであるという考えは,意識の錯覚でしかないと考えられる｡しかも,

この錯覚はけっしてとり除くことができないのである｡問題は,こうした意識

の錯覚が,どういう仕方で多数の人間を結びつけているかである｡

われわれが自分に属するもとしてはっきり意識しうるのは音声言語であって

文字言語ではない｡われわれは自分が話しているとき,まさに自分が自分の考

えにしたがって話しているということを知覚せざるをえないからである｡つま

り,自分が話しているのを聴くという直接性がこうした意識をもたらしている

と考えられる｡この意味では,まさにデリダのいうように｢声が意識である｣9

といいうる｡他人が話すのを聴くときにも,その声をいまいちど自己の内で反

復しなければならない｡つまり,他人が話すのを聴くことは,自分が話すのを

聴くことに還元されるのである｡他人の声は,はじめから存在するのではない｡

聞き手がそれを自分の声として再現することで,聞き手にとって超越的なもの

として存在しはじめるのである｡これ対して,文字はどのような関係をもちう

るであろうか｡たとえばわれわれが他人の書いた文を読むということは,他人

が話すのを聴くという行為を文字を媒介にしておこなっているのだと説明して

も,奇妙な説明だと考える人はまずいまい｡事柄そのものに即して考えれば,

音声と文字はまったく別の行為であるはずである｡この点で時枝は正しい｡し

かしわれわれの意識においてはそうはなっていないのである｡われわれの意識
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においては,文字を読むということは他人の声を間接的に｢聴く｣ことである｡

こういう意識は,まさに文字によってもたらされるものである｡つまり文字と

はただ視覚的に認知される記号ではなく, ｢読む｣ことではじめてその機能を

はたすものである｡この｢読み｣によって,文字は音声に連結する｡自分が読

むのを内的に聴くことで,文字は読み手の意識に他人の声を存在させるのであ

る｡読むことができる以上,文字はもともと音声を写したものでなければなら

ないという信念は,具体的にはこういう形で多数の人間を結びつけている｡レ

ヴイ=ストロースのいう｢一つの政治組織-の統合｣も,ここから説明するこ

とができる｡

たとえば,部落のような少人数の閉鎖的な社会のなかでは,その構成員がた

えず顔をあわせて話ができ,またそういう仕方でまとまっている｡きだみのる

によると,このために部落会ではあとに恨みを残す多数決がおこなわれず,共

同の合意はつねに満場一致で取りV決められたそうである10｡これに対して,国

家のような政治社会を形成する多数者は顔をあわせて話をするわけではない｡

そもそも地域によって用いられる音声言語(方言)は異なる｡しかも,時枝の

論を敷術すれば,それらの方言はすべて異なった価値･技術を含んでいると考

えられる｡したがってこれらの人々に政治的統一をもたらすには,同一の文字

を導入するはかない｡厳密にいえば,同一の｢読み｣を導入するはかない｡

文字を読むことによって,われわれの意識のなかには他人の声が存在するこ

とになる｡しかも,それはわれわれが実際に聴く声(方言)とは異なり,理念

的に同一のものとして知覚されることができる｡というより,そういうものと

してしか知覚されえない11｡こうして文字が導入されることで,間接的にであ

れ対話ができ,合意に到りうる存在としての不特定多数の人間の表象が成立す

る｡それが政治的統一をもたらすのである｡こうした表象が存在しない集団は,

国家のような抽象的な政治的統一のなかに自らを組み込むことがないであろう｡

そしてもしそういう集団が存在するなら,それは文字を必要としないで生活し

うる集団であろう｡ここでもまた,きだみのるを参照すべきである｡部落の人

間が本を読まないという点は先に指摘したが,部落には火つけ,人殺し,刀傷,
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盗人を禁じる錠があり,これを破ったものが｢部落八部｣になるのだという｡

もうひとつ｢部落の恥を外にさらす｣というのがあり,これは部落内部の争い

を親方に相談しないで警察沙汰にすることをいう｡部落の錠と国家の法は異な

り,かつ部落の人間は部落の按は遵守しても国の法にしたがう気はなかったと

いう｡部落の人間が国に望むのは｢部落の暮らしをせつちようしねえ｣という

点につきたそうである12｡

さてこのような観点から見直すとき,時枝が言語政策にかんして述べた意見

はどのように解されうるであろうか｡この点をあらためて考えてみなければな

らない｡

四　政治と文化の対立

上でみたように,時枝の政策論の主たる論点は,文字の統制という点であっ

た｡文字が時間空間的に隔たった地点に向けて思想感情を伝達するという機能

をもつ以上,文字にかんする約束が無闇に変更されてほならないというのが,

時枝の提示する理由づけである｡時枝はここから｢当用漢字｣や｢現代かなづ

かい｣という答申に反対したのである｡しかしその理由づけをここで注意して

読んでみると,それが非常に暖味なものであることに気づく｡時枝は先に引用

した箇所を理由づけるために｢山｣という文字を例に引いてこう述べている｡

｢山｣といふ文字が,甲乙の人の間では理解出来るが,丙丁の人の間では

理解出来ないといふのでは,この文字の伝達機能が充分であるとはいへない｡

このやうな伝達を阻害する原因は,必ずしも,この文字が複雑であるか否か

にあるのではなく,相互の約束が不安定であったり,浮動してゐたり,変更

されたりすることにあるのである(九九)｡

時枝のいう｢約束｣とは何にかんする約束であろうか｡わたしがこの一文を非

常に暖味だと考えるのは,この点が明示されていないからなのである｡ただし,

この箇所では明言されていないが,時枝が念頭においていたのは字体であるこ



柴　　田　　健
旨亡
I tlヽ 43

とに間違いない｡事実,時枝はこうした理由づけにもとづいて,国語教育の主

眼はこういう約束を確立するための統制にあると結論づけた直後にこう苦いて

る｡

音声と文字とは,ともに表現の媒材であると言っても,その受取り方,即

ちその知覚の仕方に大きな違いがあるものである｡それは,文字言語が,常

にその文字に対応する音声に還元されることによって,理解が成立し,伝達

が成立するものでないことを意味してゐる(一〇〇)｡

文字がその伝達機能をはたすために, ｢読み｣はそれほど重要ではないという

のである｡時枝にとって重要だったのは,もっぱら視覚記号としての文字だっ

たのである｡ ｢ここで大切なことは,固定した視覚印象を崩さないといふこと

である｣ (一〇二)｡これは驚くべき見解であるといわねばならない｡しかし,

文字言語のあり方にかんする時枝の考え方を検討してきたわれわれには,こう

いう主張はそれほど奇異なものとは考えられないはずである｡少なくとも,そ

れがいかなる発想によってもたらされたものであるかを認識することはできる｡

本質的なことは,時枝が文字言語に対して文化的意義しか認めていなかった点

にある｡しかしこういう見方は誤解でなければならない｡文字言語には,時枝

がいうような文化的意義がないというのではない｡文字言語が文化的意義をも

ちうるのは,文字によって不特定多数の人間のあいだに政治的統一がもたらさ

れた後のことでなければならないというのである｡この点を無視すれば,時枝

のような議論は十分成立しうる｡しかしそれを言語政策の中心におくことはや

はり不可能であろう｡むしろ,時枝が軽視した｢読み｣の同一性こそが酵策論

の中心であると考えられなければならない｡もしこの同一性が損なわれれば,

政治的統一そのものが不安定になり,したがって文化的意義を云々する地盤そ

のものが瓦解してしまうと考えられるからである｡

しかしながら,こういう問題に対して,時枝が何の顧慮もはらっていなかっ

たと考えるべきではない｡むしろそれを半ば意図的に排除したのである｡時枝
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の文字論の特質は,文字言語と音声言語の性質の違いに固執し,かつこの違い

のみに着目して議論を展開する点にある｡この点はこれまでみてきたことから

明かであろう｡当然のことながら,こういう議論のなかでは｢言文一致｣にも

批判的な目が向けられている｡

音声と文字との媒材としての性質の相違は,要するに,音声が耳で知覚さ

れ,文字が目で知覚されることの相違に基づくのである｡文字と文字言語の,

この特質は,案外に見過ごされ易い｡特に言文一致といふことが唱えられて

以来,一般の人々は,音声言語(言)と文字言語(文)とは,一致するもの,

またそれが理想であるかのやうな錯覚に囚はれ,両者の相違に着目すること

を怠って来た(一〇〇)｡

音声と文字が一致すること,つまり音声は文字を写したものであるという信念

が｢錯覚｣であることを,時枝は見抜いている｡そしてその錯覚が,言文一致

によってはじめてもたらされたものであるかのようないい方をしている｡つま

りそういう制度にとらわれず,言語というものを虚心に見つめるなら,音声と

文字は意識のなかで分離しうるものであるかのようにいっているのである｡た

しかに,時枝のように現象学的な反省によるなら,そういうことも可能であろ

う｡しかし文字を｢読む｣という行為から音声と文字がわれわれの意識におい

て関係づけられることは不可避である｡これはべつに｢言文一致｣によるので

はない｡むしろ｢言文一致｣のような制度は,こうした意識構造を利用して成

立したと考えなければならない｡人間の意識が知覚できないような制度をいく

ら押しつけても,そんなものは民衆のなかに定着Lはしない｡むしろ統治者は,

文字によってもたらされる人間の意識構造を経験的に熟知し,それを統治に応

用したと考えるべきである13｡わたしの考えでは, ｢言文一致｣の本質は,もと

もと別個に存在した言と文を一致させることにあるのではない｡同一の｢読み｣

を普及させることにあったのである｡

時枝はこういう側面を無視していたにもかかわらず,結果としてはそれを排
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除している｡つまり,その文字論から｢読み｣を排除している｡わたしが｢半

ば意図的に｣と述べたのはこういう意味においてである｡時枝は文字の文化的

意義のみを重視するが,そういう意義は文字によって政治的統一がもたらされ

ているからこそ生じてくるものである｡時枝が文字の文化的意義を論じること

ができるのは,皮肉なことに｢言文一致｣のおかげなのである｡にもかかわら

ず,時枝はあえてそれを排除している｡ではこのことは何を意味するであろう

か｡これはわたしの推測にすぎないが,時枝の議論を支えているのは,純粋に

学問的な観点ではありえない｡もっと深いものでなければならない｡国語とい

うものが近代国家に還元されること,統治の技術的対象になることが,時枝に

はおそらく我慢ならなかったのである｡時枝にとって,国語とはそういうもの

ではありえない｡ 『言語生活論』のなかで時枝は明言している｡

国語の特質は国語の話手である日本民族の日本精神に由来するものである

といふことが出来る14｡

こういう命題は到底実証されるべきものではない｡時枝の議論の根底にあるも

のは学問よりも｢もっと深い｣とわたしが述べたのはこういう意味においてで

ある｡ともあれ,こういう命題として表明されるものが,近代国家のなかでも

たらされた言語観に対する不満であったという点は指摘しうるであろう｡近代

言語学に対して向けられた時枝の批判は,同時に近代国家に対する不満の表明

でもあったわけである｡わたしがはじめに,時枝の文字論がも′つている｢負の

政治性｣といっておいたのはこのことである｡

時枝は自らの国語研究を宣長や鈴木娘のような国学者の系譜に位置づけてい

る｡しかし時枝の国語学をもっとも忠実に継承したのは,三浦つとむのような

マルクス主義者なのである｡こういう事実は,時枝の国語学における反近代言

語学の立場が,反近代国家という立場を合意したものであったと解すれば,そ

れほど無理をせずに理解しうるのではなかろうか｡
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おわりに

わたしは以上で時枝誠記の文字論とその政治的帰結を考察してきた｡この考

察をとおしてわたしが示そうと思ったことは,人間の共同社会を組織するため

の制度のなかで,文字がどのような役割を演じているかという点である｡もち

ろん,時枝の国語学はこういう問題に対する解答として生み出されたものでは

ない｡言語政策という点のみが問題であれば,時枝誠記よりもむしろ上田万年

や保科孝一の言説を参照することの方が適切であったろう｡しかしわたしが論

じたかったことは,政策論そのものではなく,文字というものが政策あるいは

もっと広く人間社会を組織する制度にとって,どのような仕方で入り込んでい

るかということなのである｡こういう観点からすれば,やはり意識の分析とい

うものが重要性をもたざるをえない｡そしてこの点では,時枝の理論ほど徹底

した立場によって展開されているものはないのである｡わたしは,そういう時

枝の議論のなかに見出される重要な誤解に着目し,それを掘り下げてみること

で,文字というものがもっている政治性がいかなる性質のものであるかを明ら

かにしたかったのである｡

文字が導入されることで,共通の音声言語がわれわれの意識のなかに生成し,

それが意志疎通可能な不特定多数の人間という表象を成立させる｡これは音声

言語(方言)によるかぎり成立しない表象である｡国家という政治的統一を支

えているのはこうした表象であり,それは文字を≪読む≫という行為によって

もたらされるものである｡この行為がわれわれの意識のなかに文字は音声を写

したものだという,けっしてとり除くことのできない錯覚を作りだしている｡

これに反して,時枝が文字と音声を別々の意識過程として区別したのは,近代

国家を前提せず,むしろその外部で国語というものの存在を思考しようとした

からである｡しかし文字そのものは本質的に政治的なものである｡それを国家

を考慮せずに議論することは不可能なのである｡時枝の文字論に内在する誤解

は,こういうところから発しているように思われる｡換言すれば,時枝は文字

をどこまでも国家とは独立に考察しようとした結果,かえって文字というもの

が国家の存在から切り離して思考されることが不可能であるという点を,そう
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とは意図せずに露わにしたのである｡
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注

(1)ソシュールが言語学の研究対象を音声言語として確定する際に前提していたのもこ

ういう考えである｡ ｢音声言語(langue)と文字言語(ecriture)はふたつの別々の
●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●                                             ●     ●     ●     ●

記号体系であり,後者の唯一の存在理由は前者を再現する(representer)ことにあ
●

る｡言語学的対象は,書かれた言葉と話された言葉の両方から規定されるのではな

く,後者のみがその対象を構成するのである｣ (傍点引用者)｡ Ferdinandde Saussure,

Cours de Linguistique Generate, 1916, edition critique prepare par Tullio Mauro, 1995, ed.

Payot, p.45

こういう例は他にいくつもあげることができるが,あとひとつだけ明快なものを指

摘しておく｡橋本進吾は,昭和十六年の講演『古代国語の音韻に就いて』岩波文庫,

一九八〇年,の冒頭で古代語の研究方法についてこう述べている｡ ｢今の言語であ

れば,直接耳に聞える音を対象として研究することが出来ますが,昔の言語であり
●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●

ますと,自然,言語の音を文字で写したもの,すなわち音を代表する文字に基づい

て研究するより仕方がない訳であります｣ (傍点引用者)｡十三一十四頁｡

(2)岩波書店,一九四一年｡引用の際に漢字の旧字体は新字体に改めた｡仮名遣いは原

文のままである｡引用頁数は本文中に漢数字で挿入する｡

(3)東京大学出版会,一九六二年｡字体,仮名遣いの扱い,および引用頁数の指示は注

(2)と同じ｡

(4)言語の歴史的音韻変化を主要な研究対象とした青年文法学派と,共時言語学という

観点を打ち出したソシュールを, ｢近代言語学｣という名目でひとくくりにするの

はいかにも粗雑であるようにみえる｡しかし時枝が｢近代言語学｣という名目で批

判している考えは,文字は音声に対して二次的であるという点につきており,この

点では青年文法学派とソシュールは共通の認識をもっている｡しかもソシュールは,

青年文法学派の拠点であったライプチヒに留学しており,そこでブルークマンらと

交流をもっている｡実際,ソシュールは歴史言語学の研究から出発したのである｡

ジョルジュ･ムーナン『ソシュール』福井･伊藤･丸山訳,大修館書店,一九七〇

年,一〇一一二頁｡風間喜代三『言語学の誕生』岩波新書,一九七八年,二一一一

一一三頁｡こういう事情を考慮するなら,･時枝の見方はそれほど粗雑なものではな

いことになる｡

(5) ｢口語篇｣一九五〇年, ｢文語編｣一九五四年｡ともに岩波全書｡

(6) Levi-Strauss, Tristes tropiques, Plon, 1955, pp.342-343.邦訳『悲しき熱帯下』川田順

造訳,中央公論社,一九七七年,　六八一一六九頁｡引用文は邦訳による｡
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(7) ibid. pp.343-344.邦訳,一六九頁

(8)きだみのる『日本文化の根底に潜むもの』大日本雄弁会講談社,一九五七年,二〇

五頁

(9) Jacques Derrida, La voix et le phenom∂ne, PUF, 1967, p.89

デリダはここでは言及していないが,哲学史上,こういう声と意識(存在)との連

結を最も端的に表明したのはじつはデカルトである｡デカルトはコギトが真である

条件について｢第二省察｣でこう述べている｡ ｢ ｢私はある,私は存在する｣とい
●     ●     ●     ●     ●     ●    ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●

うこの命題は,私がこれをいいあらわすたびごとに,あるいは,精神によってとら

えられるたびごとに,必然的に真である｣ (傍点引用者)｡ AT,VII,p.25

もっとも,こういう声と意識(存在)との関係は, ｢第三省察｣で神の存在が証明

され,それによってコギトが客観的真理として定立された後ではもはや意味をもた

ない｡

00　『日本文化の根底に潜むもの』二〇五頁｡きだみのる『にっぽん部落』岩波新書,

一九六七年,八一一八二頁

(lD　デリダは, ｢自分が話すのを聴く(s'entendre-parler)｣というはたらきから, ｢同一の

ものとして無際限に反復でき伝達しうる｣ような理念性がもたらされると述べてい

る｡ op.cit.,pi　しかし,文字を媒介せず,ただ音声のみによってこうした理念性

がえられるであろうか｡わたしはむしろ, ｢自分が話すのを聴く｣というよりも,

｢自分が文字を読むのを聴く(s'entendre-lire)｣というべきではないかと思う｡

(W　『日本文化の根底に潜むもの』一三九頁,一八二頁｡ 『にっぽん部落』八六頁

(13)言文一致がもともとこうした政治的意図をもって統治者の側から施行されたもので

あることは,ここで特に注意しておくべきことである｡たとえば,帝国教育会内言

文一致会は,一九〇一年の｢言文一致の実行に就いての請願｣をこう書き出してい
●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●

る｡ ｢凡そ国語の独立普及発達は国家の統一を固くして国勢の伸張を助け国運の進
●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●

歩を速やかにする第一の方法であってそれには言語と文章を一致させねばならぬこ

とゝ信じます｣ (傍点引用者)｡イ･ヨンスク『｢国語｣という思想』岩波書店,

九九六年,七〇頁

㈱　『言語生活論』岩波書店,一九七六年,四頁


